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あ令和２年 豊後大野市教育委員会 ９月定例会 議事録 
 

 

１ 開催日時 

令和２年９月２９日（火曜日）  午後1時00分開会 午後2時40分閉会 （1時間40分） 

 

 

２ 開催場所 

豊後大野市役所 ２階 教育委員会室 

 

３ 出 席 者  

委 員    ４名中４名出席 

（出席委員等） 

教 育 長 下 田    博 

１番委員 矢 野  憲 一 

２番委員 羽田野  光 江 

３番委員 江 嶋  真朋子 

４番委員 衞 藤  栄 一（教育長職務代理者） 

（欠席委員）   な し 

事務局    ６名出席 

（出席） 

教育次長 堀    誉 裕 

学校教育課長 内野宮  俊 介 

社会教育課長 佐 藤  精 華 

学校給食共同調理場長 赤 嶺  真 一（学校教育課参事 兼） 

図書館長 太 田  新 子（社会教育課参事 兼） 

歴史民俗資料館長 髙 野  弘 之（社会教育課参事 兼） 
 

書 記    １名出席 

学校教育課  課長補佐兼教育総務係長  衛 藤 幸 司 

 

４ 付議事項等 

報告事項 

報告第14号 令和２年度 大分県学力定着状況調査結果について 

議事案件 

議案第52号  外部の者等からの職務に関する働きかけに対する事務取扱要領の制定について 

議案第53号 令和２年度 豊後大野市立学校児童生徒の就学援助の認定審査について 

   【追加議案】 

   議案第５４号 豊後大野市修学旅行感染症対策支援補助金交付要綱の制定について 

 

５ 会議の概要 

○出席者報告 
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内野宮学校教育課

長 

 

 

 

おはようございます。それでは、委員の皆様お揃いですので、出席者の報告

をさせていただきます。出席委員（ 4 ）名、欠席委員はございません。そして

教育長、教育委員会事務局（ ６ ）名の出席であります。本日の報告事項で

大分県学力定着状況調査について報告させていただきますが、報告を板井

指導主事が行いますので、入室の許可をお願いします。それでは、教育長

よろしくお願いします。委員の皆様よろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

それでは、教育長よろしくお願いします。 

 

１ 開 会 

下田教育長 

 

（時候のあいさつの後） それでは、ただいまから令和２年９月豊後大野市教

育委員会定例会を開会いたします。            (午後１時００分開会) 

 

２ 前回議事録の承認 

下田教育長 

 

 

 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

最初に 会議規則第６条第１項第２号の規定に基づき、令和２年８月17日開

催の第５回臨時会及び令和２年８月25日開催の８月定例会の議事録の承認

を求めます。議事録につきましては、事前に送付され、委員各位もご覧のこ

とと思います。つきましては、事務局からの説明を省略し、承認手続きを行い

ます。ご質問を受けたいと思います。何か、ございますか。 

 

（「ありません」の声） 

 

はい、ご質問はないようですので、第５回臨時会及び８月定例会の議事録に

ついては、承認することにご異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声) 

 

異議なしと認め、令和２年第５回臨時会及び８月定例会の議事録について

は、承認するものとします。 

 

３ 議事録署名委員の指名 

下田教育長 

 

 

 

江嶋真朋子委員 

続いて、会議規則第17条第２項の規定に基づき、本会議の議事録署名委

員の指名を行います。３番江嶋真朋子委員 を指名します。よろしくお願いし

ます。 

 

はい。（了承） 

 

４ 会期の決定 

下田教育長 

 

 

全委員 

 

次に、会期の決定でありますが、付議事項等を勘案いたしまして、本日一日

限りといたしたいと思いますが、異議ありませんか。 

 

(「はい、異議なし」の声) 
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５ 諸報告 

(１) 教育長報告 

下田教育長 

 

 

 

下田教育長 

 

下田教育長 

諸報告に入ります。私の教育長報告ですが、資料をご覧ください。 

 

（教育長が令和２年９月豊後大野市教育委員会定例会資料により報告する） 

 

教育長報告が、終わりました。 

 

それでは、各課報告に移ります。 

(２) 各課報告 

下田教育長 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

はじめに、教育次長お願いします。 

 

（堀教育次長が令和２年９月豊後大野市教育委員会定例会資料により報告する） 

 

続きまして、学校教育課長お願いします。 

 

(内野宮学校教育課長が、令和２年９月豊後大野市教育委員会定例会資料により

報告をする)  

 

続きまして、学校給食共同調理場長お願いします。 

 

(赤嶺学校給食共同調理場長が令和２年９月豊後大野市教育委員会定例会資料

により報告をする)  

 

続きまして、社会教育課長お願いします。 

 

(佐藤社会教育課長が令和２年９月豊後大野市教育委員会定例会資料により報

告をする) 

 

続きまして、図書館長お願いします。 

 

(太田図書館長が令和２年９月豊後大野市教育委員会定例会資料により報告を

する) 

 

続きまして、歴史民俗資料館長お願いします。 

 

(高野歴史民俗資料館長が令和２年９月豊後大野市教育委員会定例会資料によ

り報告をする) 

下田教育長 

 

 

異議なしと認め、本日一日限りと決定します。 

本日の付議事項等は、報告事項１件・議事案件３件です。午後３時から総合

教育会議を控えていますので、議事のスムースな運営にご協力いただきま

すようお願いします。 



－ 4 － 

 

下田教育長 

 

 

下田教育長 

 

以上で、各課報告が終わりました。ただいまの各課報告について、ご意見・ご

質問等がございましたら、お願いします。 

 

よろしいでしょうか。 

ないようですので、付議事項に移ります。 

 

６ 付議事項等 
 
○報告事項 

報告第１４号 令和２年度 大分県学力定着状況調査結果について 

下田教育長 

 

 

 

 

 

下田教育長 

 

衞藤栄一委員 

 

 

板井指導主事 

 

衞藤栄一委員 

 

板井指導主事 

 

衞藤栄一委員 

 

衞藤栄一委員 

 

 

 

 

 

 

 

下田教育長 

 

下田教育長 

 

 

下田教育長 

 

 

まず、報告案件についてです。 

報告第14号 令和２年度学力定着状況調査について、板井指導主事に報告

を求めます。よろしくお願いします。 

 

(板井指導主事が令和２年度大分県学力定着状況調査結果資料により説明)   

 

質問ございますか。 

 

４ページの「新大分スタンダード」に関する質問の肯定率について伺います。 

この質問は、子どもに対して聞いた結果でしょうか。 

 

はい、そうです。子どもが答えております。 

 

この質問内容は、この文書のまま聞いているのでしょうか。 

 

もう少し長い内容で聞いております。 

 

分かりました。 

 

データ的なものについての感想を申し上げると、三重中学校の伸びはすごい

と思います。 

今回の良い結果は、三重中学校のおかげではないかと思います。 

ここ２年の伸びを見るとそう思います。 

全体平均の国社数に関しては、三重中学校の伸びによるものではないでしょ

うか。 

ここで、休憩をお願いします。 

 

それでは、休憩します。                       （午後１時29分） 

 

再会します。                              （午後1時44分） 

他に、ご質問ございますか。 

 

よろしいですか。 

それでは、ないようでありますので、報告第14号について採決を取ります。 

報告第14号については原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
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全委員 

 

下田教育長 

 

 

下田教育長 

 

 

下田教育長 

（「異議なし」の声 

 

異議なしと認め、報告第14号 令和２年度大分県学力定着状況調査結果に

ついては、原案のとおり決定します。 

 

ここで、一時休憩します。                      （午後1時45分） 

板井指導主事の退席を許可します。 

 

再開します。                              （午後1時46分） 

 

○議事案件 

議案第５２号 豊後大野市教育委員会職員に対する外部の者等からの働きかけに対する事務取扱規程

の制定について 

下田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

これより議事案件に入ります。 

議案第52号 豊後大野市教育委員会職員に対する外部の者等からの働きか

けに対する事務取扱規程の制定について、事務局からの提案･説明を教育

次長にお願いします。 

 

(堀教育次長が令和２年９月豊後大野市教育員会定例会資料により説明)  

 

＜提案理由＞ 

豊後大野市で「豊後大野市職員に対する外部の者等からの働きかけに対す

る事務取扱規程」を制定することに伴い、豊後大野市教育委員会でも制定し

たいため、豊後大野市教育委員会事務委任規則第2条第6号の規定に基づ

き教育委員会の承認を求めるものである。 

 

ただいま、教育次長から説明がありましたが、この件について、ご意見・ご質

問等がありましたらお願いします。 

ご質問ございますか。 

 

（｢ありません｣の声） 

 

ご意見・ご質問がないようですので、これより採決を取ります。議案第52号に

ついては、原案おとり承認することにご異議ありませんか。 

 

（｢異議なし｣の声） 

 

異議なしと認めます。議案第52号 豊後大野市教育委員会職員に対する外

部の者等からの働きかけに対する事務取扱規程の制定については、原案の

とおり承認することに決定します。 

 

次に、議案第５３号につきましては、就学援助の認定審査の案件であります

ので、連絡調整の終了後の審議としたいので、追加案件の議案第５４号の審

議に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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全委員 

 

（｢異議なし｣の声） 

 

 

＜追加案件＞ 

議案第５４号 豊後大野市修学旅行感染症対策支援補助金交付要綱の制定について 

下田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

それでは、議案第５４号の審議に入ります。 

事務局からの提案･説明を教育次長・学校教育課長にお願いします。 

 

(堀教育次長・内野宮学校教育課長が令和２年９月豊後大野市教育員会定例会

資料により説明)  

 

＜提案理由＞ 

豊後大野市立小学校及び中学校が令和２年度中に実施を予定していた修

学旅行を、新型コロナウイルス感染症の影響により中止し、又は延期した場合

に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため「豊後

大野市修学旅行感染症対策支援補助金交付要綱」を制定したいので、豊後

大野市教育委員会事務委任規則第２条第６号の規定に基づき教育委員会

の承認を求めるものである。 

 

ただいま、教育次長・学校教育課長から説明がありましたが、この件につい

て、ご意見・ご質問等がありましたらお願いします。 

ご質問ございますか。 

 

（｢ありません｣の声） 

 

ご意見・ご質問がないようですので、これより採決を取ります。議案第54号に

ついては、原案おとり承認することにご異議ありませんか。 

 

（｢異議なし｣の声） 

 

異議なしと認めます。議案第54号 豊後大野市修学旅行感染症対策支援補

助金交付要綱の制定については、原案のとおり承認することに決定します。 

 

７ その他    

①修学旅行の実施について 

②新型コロナウイルス対応について 

下田教育長 

 

 

 

 

 

 

それでは、その他の項に入ります。 

まず、修学旅行の実施について及び新型コロナウイルス対応について、学校

教育課長にお願いします。 

 

(内野宮学校教育課長が令和２年９月豊後大野市教育員会定例会資料により説

明) 
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下田教育長 

 

 

内野宮学校教育課

長 

下田教育長 

 

内野宮学校教育課

長 

下田教育長 

 

 

 

内野宮学校教育課

長 

下田教育長 

ただいま、説明がありましたが、この件についてご質問ございますか。 

新型コロナウイルスについては、学校教育課だけですね。 

 

はい、そうです。 

 

これについては、３月まで続くという認識で良いですか。 

 

はい 

 

また大きな変化があった場合、または２ヶ月に一度は報告をお願いします。 

社会教育課もあれば報告をお願いしたいと思います。 

これには、ギガは含まれていますか。 

 

含まれておりません。 

 

それでは次に移ります。 

 

   ③総合教育計画について 

下田教育長 

 

 

 

 

下田教育長 

 

下田教育長 

 

 

堀教育次長 

 

 

下田教育長 

 

 

衞藤栄一委員 

 

 

 

 

 

 

堀教育次長 

 

 

次に、総合教育計画について、衞藤課長補佐にお願いします。 

 

(衞藤課長補佐兼教育総務係長が令和２年９月豊後大野市教育員会定例会資料

により説明) 

 

ただいま、説明がありましたが、この件についてご質問・ご意見ございますか。 

 

これから、この大きな柱立てに沿って、執筆の段階に入るということですが、次

はいつ頃、教育委員会にかけますか。 

 

できあがった段階となると思いますが、１１月の定例会にお示しをしたいと考え

ています。 

 

特に柱立てで付則として、これも入れた方が良いのではないか、またはこれは

どういうことかなど、ご質問・ご意見を受けたいと思います。どうでしょうか。 

 

社会教育の充実で７つの柱の中の（６）誰もが楽しめるスポーツの振興の「スポ

ーツ施設の整備とスポーツツーリズムの推進」について、お聞きします。 

スポーツツーリズムについては、社会教育課の立場としては、推進ではなく協

力ではなかったかと思っています。つまり、推進するのは観光事業に近い形

になるので、ツーリズムに関しては協力という考え方であると受け止めているの

ですが、その点について見解をお伺いします。 

 

スポーツツーリズムについては、スポーツ推進計画にうたわれていますが、ど

こが担当するかという議論は残っています。 

今回、総合教育計画の柱立てに入れさせていただいたところです。 
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衞藤栄一委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

衞藤栄一委員 

 

 

堀教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

下田教育長 

これまでの私の理解では、スポーツツーリズムに関しては、社会教育課が主管

課ではなく、スポーツ振興に関わって施設の整備については、社会教育課が

行い、それ以外のことについては、他の課が行うという理解をしていました。 

したがって、社会教育課がスポーツツーリズムの推進を行うという表現はおか

しいと思います。 

あくまで、ツーリズムの考え方は外から来る人へ視点を当てたもので、社会教

育課は内なる人へのスポーツ振興に視点を当てた考え方が正しいと思ってい

ます。 

私は、ツーリズムの視点からは、スポーツ施設は観光施設になってしまうと思

っているので、社会教育課がスポーツツーリズムを推進することについては、 

疑問に思います。 

 

社会教育課としては、施設管理と活用方法の考え方として、ツーリズムを利用

した有効活用が基本的な考え方であると思っています。 

本市は、まだどこが主管課となりスポーツツーリズムを推進するのかがはっきり

していない状況なので、社会教育課としては、ツーリズムを主とするのではな

く、あくまでスポーツ振興が主であり、施設の有効活用のあり方としてとらえな

ければならないと思います。 

 

協力、施設供与という表現で謳うのであれば良いけど、「推進する」という表現

になると主体的になるので、意味は変わってくると思います。 

 

書き方については、検討させていただきたいと思います。 

スポーツ施設の整備のあり方については、総合計画との関連からスポーツツ

ーリズムの推進をいずれかの計画に載せなければならないので、現在のとこ

ろスポーツ施設を所管する社会教育課ということになっています。 

いずれにしましても、社会教育課としてはスポーツ活動の推進はもとより、施設

の有効利用の観点からのツーリズムを考える必要はあると考えています。 

「スポーツツーリズムの推進」の表記については、衞藤委員さんのご意見を踏

まえ、誤解がないよう適切な表現にさせていただきたいと思いますので、ご理

解いただきたいと思います。 

 

衞藤委員さん、よろしいでしょうか。今、堀次長がお答えしたように、ご指摘の

部分の書き方については検討させていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

 

以上で、その他を終わります。 

次に、連絡調整に入ります。 

 

８ 連絡調整 

○ 令和２年１０月定例会の日程確認及び１１月定例会の開催見込みについて 

下田教育長 

 

堀教育次長 

それでは、連絡調整について、提案を教育次長にお願いします。 

 

はじめに、１０月定例会につきましては、１０月２９日木曜日 午前９時から開催
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下田教育長 

 

 

 

下田教育長 

 

内野宮学校教育課

長 

 

下田教育長 

 

下田教育長 

 

 

し、午後から学校訪問を実施したいと考えています。次に、１１月定例会につ

いては、１１月２７日金曜日、午後３時から開催したいと考えています。よろしく

お願いします。 

 

======= 日程協議・確認調整を行う ======== 

（協議の結果 変更なし） 

 

１０月定例会は、１０月２９日木曜日 午前９時から開催しますので、よろしくお

願いします。１１月定例会については、ご提案申し上げた日程で開催したいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

今後の行事予定についてですが、学校教育課長ありますか。 

 

学校訪問についてですが、計画表をご確認ください。 

この日程で、よろしくお願いします。 

 

１ヶ月の長い日程になりますが、よろしくお願いします。 

 

それでは、以上で連絡調整を終わります。 

 

 

 

○議事案件 《 続き 》 

議案第５３号 令和２年度 豊後大野市立学校児童生徒の就学援助の認定審査について 

下田教育長 

 

 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議案第５３号の審議に入ります。 

この議案の説明及び審議内容等につきましては、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第1４条第７項の規定に基づき、非公開 秘密会としたいと

思います。よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、教育次長及び学校教育課長のみで審議しますので、他の課長は

退席をお願いします。なお、学校教育課担当係長及び担当職員は臨席を認

めます。それでは、ここで一時休憩に入ります。 

 

(午後2時10分休憩) 

□□□ 一時休憩 □□□ 

 

 ～ 社会教育課長・学校給食共同調理場長・図書館長・歴史民俗資料館長 

・担当者退出 ～ 

 ～ 学校教育課担当係長及び担当職員（白石副主任）入室 ～ 

（午後2時20分開議） 

 

（非公開・秘密会）開始 
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下田教育長 

 

 

※審査時は、教育次長、学校教育課長、学校教育課担当係長及び学校教

育課担当職員のみ臨席した。 

※審議結果は、審査対象者5名のうち、認定3名、不認定0名・保留2名であっ

た。 

 

（非公開・秘密会）終了 

（午後2時35分休憩） 

□□□ 一時休憩 □□□ 

 

～ 学校教育課担当係長及び担当職員（白石副主任）退出 ～ 

（午後2時36分開議） 

それでは、開議します。 

 

９ 閉会 

下田教育長 

 

 

 

それでは、これをもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

令和２年９月 豊後大野市教育委員会定例会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

 (午後2時40分閉会) 

 

 


